
※太枠内をご記入ください。 年 月 日

申請の際には以下の書類を添付してください。

□　１　会則・規約・定款等

□　２　会員名簿

□　３　団体の活動実績がわかる書類（もしくはホームページをプリントアウトしたもの。）

登録
課長 係員

番号

登録不認定理由 ロッカー 番号：

使用期間：令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日

レターケース 番号：

使用期間：令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日

倉敷市市民活動センタ－

市 民 公 益 活 動 団 体 登 録 申 請 書

倉 敷 市 長 あて

令和

（フリガナ）

※　代表者と事務連絡担当者（郵便の送付先）が異なる場合は、下記にご記入ください。

活動目的

活動内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（公益活動の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
内容がわかる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ように）

処　　　理　　　欄

受付印

設立年
昭和
平成
令和

 　年　　 月
団体名

団体ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
情報開示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（問合せや冊子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
等への掲載）構成員数 名　（令和 年 月現在）

氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（フリガナ） 公開しない

住所 公開しない

電話/FAX 電話 （　　　　　　）　　　　　 －　　　　　　　FAX （　　　　　　）　　　 　　－ 公開しない

E-mail 公開しない

氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（フリガナ） 公開しない

住所 公開しない

電話/FAX 電話 （　　　　　　）　　　　　 －　　　　　　　FAX （　　　　　　）　　　 　　－ 公開しない

E-mail 公開しない

活動頻度
※（例）月1～2回不定期、毎週月曜日、第1・3の月曜日など

注　　　意

登録日 令和 年 月 日
決
裁
欄

代
表
者

事
務
連
絡
担
当
者
 

※裏面にも記入欄があります。

倉敷市市民活動センターの設置目的 



　　倉敷市市民活動センターの会議室を利用するにあたって

　　□ 市民公益活動団体である。

　 市民公益活動をしている実績がわかる書類の添付が必要です。

　 （実績がわかるホームページのプリントアウトしたものでも可。）

　　□

　　□ 倉敷市内で活動している団体

　　□ 代表者を含め５人以上の団体

　　□ 営利を目的とした事業を行わない団体

　　□ 会則，規約，定款若しくは活動内容を記載した文書が整備されていること。

　　□ 団体の情報を広く公開し，活動への参加や会員の募集など門戸を広げていること。

上記内容を確認しました。

※今後，倉敷市役所他課からのお知らせ ・ 案内について，貴団体へ送付してよろしいですか。

□　お知らせ ・ 案内を受け取る。 □　お知らせ ・ 案内は不要。

　　 ※利用する前に以下の文章を確認し，該当するときは□欄に，「レ」印をお付けください。

     登録の対象となる団体は，以下のチェック項目の　すべてに該当する団体　です。

宗教または政治，政党に関する活動や公職に関わる選挙候補者に関する活動及び反社会的

活動に該当しない団体である。

（署　名）
 氏　名：

市民公益活動団体とは社会福祉活動，社会奉仕活動，コミュニティ活動等，自主的な公益性

の高い活動を行う団体です。

公益的な活動のことなので，趣味・サークル活動，自らの理解や技術の向上のみにとどま

るものは除きます。また，市民に対して開かれた内容であることが大切なことから，同窓会等
の会員相互の共益，親睦のみの活動も除きます。

・　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規定する公職にある者（候補者を含む。）又は
政党等を推薦し，若しくはこれらに反対することを目的とする団体

・　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 （平成３年法律第７７号） 第２条第６号に規
定する暴力団員が支配人，無限責任社員，取締役，監査役若しくはこれらに準ずべき地位に就任
し，又は実質的に経営等に関与している団体

・　無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）第５条若し
くは第８条の規定による処分を受けている団体又はその構成員が経営等に関与している団体

市民の自主的かつ営利を目的としない公益性のある活動（以下「市民公益活動」という。）を促進すること

倉敷市市民活動センターの設置目的 （倉敷市市民活動センター条例第１条）

により，活力ある地域社会を実現するため，倉敷市市民活動センターを設置する。


